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新旧対照表 

○神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 

 

新 旧 

別表第９（第33条、第37条関係） 別表第９（第33条、第37条関係） 

公共用水域に排出される排水の規制基準(１) 公共用水域に排出される排水の規制基準(１) 

事業所の排水の排水指定物質に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。 事業所の排水の排水指定物質に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。

（単位 ㎎／ι） （単位 ㎎／ι）

        区分 

 

 

 

物質の種類 

甲水域 

乙水域及び海域 

         区分 

 

 

 

物質の種類 

甲水域 

乙水域及び海域 

 

 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 

以外の水域 

  
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 

以外の水域 

 

 
新設の

場合 

新設以

外の場

合 

新設の

場合 

新設以

外の場

合 

新設の

場合 

新設以外

の場合 

  
新設の

場合 

新設以

外の場

合 

新設の

場合 

新設以

外の場

合 

新設の

場合 

新設以外

の場合 

 

（略）         （略）        

 六価クロム化合物 ―六価ク

ロムと

して 

0.02 

六価ク

ロムと

して 

0.02 

六価ク

ロムと

して 

0.2 

六価ク

ロムと

して 

0.2 

六価クロ

ムとして 

0.2 

  六価クロム化合物 ―六価ク

ロムと

して 

0.05 

六価ク

ロムと

して 

0.05 

六価ク

ロムと

して 

0.5 

六価ク

ロムと

して 

0.5 

六価クロ

ムとして 

0.5 

 

 （略）         （略）        

備考 （略）  備考 （略）  

別表第10（第33条、第37条関係） 別表第10（第33条、第37条関係） 

公共用水域に排出される排水の規制基準(２) 公共用水域に排出される排水の規制基準(２) 

事業所の排水の生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量そ

の他の水の汚染状態を示す項目に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。

事業所の排水の生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量その

他の水の汚染状態を示す項目に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。 

１ （略） １ （略） 

２ 水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、大腸菌数、外観及

び臭気の許容限度 

２ 水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、外観及

び臭気の許容限度 

 区分 

 

 

項目 

甲水域 

乙水域及び海域 

   

 

 

 

区分 

 

 

項目 

甲水域 

乙水域及び海域 

 

 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 

以外の水域 

  
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 

以外の水域 

 

新設の 新設以 新設の 新設以 新設の 新設以外   新設の 新設以 新設の 新設以 新設の 新設以外  
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新 旧 

場合 外の場

合 

場合 外の場

合 

場合 の場合 
  

場合 外の場

合 

場合 外の場

合 

場合 の場合  

 （略）        （略）       

大腸菌数 

（単位 cfu/ml） 
200 800 800 800 800 800

 

 

大腸菌群数 

（単位 個／cm３） 
1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

（略）     （略）   

備考 （略）  備考 （略）  

 

別表第17（第93条の２関係） 

 

別表第17（第93条の２関係） 

環境汚染の原因物質及び基準値 環境汚染の原因物質及び基準値 

１ 媒体別分類 １ 媒体別分類 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 水質 (２) 水質 

物質 基準値 測定方法   物質 基準値 測定方法  

 （略）     （略）    

 六価クロム 0.02㎎/ι以下 （略）   六価クロム 0.05㎎/ι以下 （略）  

 （略）     （略）    

(３) 地下水 (３) 地下水 

物質 基準値 測定方法   物質 基準値 測定方法  

 （略）     （略）    

 六価クロム 0.02㎎/ι以下 （略）   六価クロム 0.05㎎/ι以下 （略）  

 （略）     （略）    

２ （略） ２ （略） 

別表第18（第93条の５関係） 別表第18（第93条の５関係） 

地下水の水質の浄化基準 地下水の水質の浄化基準 

特定有害物質の種類 基準値   特定有害物質の種類 基準値  

 （略）    （略）   

 六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム0.02ミリ

グラム 

  六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム0.05ミリ

グラム 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 
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新 旧 

第３号様式（第４条、第20条関係）（付表11）（表） （略） 第３号様式（第４条、第20条関係）（付表11）（表） （略） 

（裏） （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


